
　スポーツ少年団は、「運動をしたことがない」「スポーツは苦手」というお子さん大歓迎！　スポーツ
少年団の活動を通して、子どもたちにスポーツの楽しさを知ってもらうことがとても大切です。体験入
団も行っていますので、興味がある種目があれば、各団体にお問い合わせください。

㉄白石市スポーツ少年団本部事務局（生涯学習課）　☎22-1343

種　目 団　　名
練習日時

問い合わせ先
練習場所

野　球

青
あお

麻
そ

少年野球クラブ
日 8：30～12：00

青
あお

柳
やなぎ

　☎090-3364-6891
青麻野球場、深谷小グラウンド

白石ヨッシャーズ
少年野球クラブ

土 8：30～12：30　日・祝 9：00～15：00 関
せき

根
ね

　☎080-5514-5706
�yossyazu_shiroishi@
googlegroups.com白石川緑地野球場、ソフトボール場

白石清球会エンゼルス
土・日 13：00～16：00 及

おい

川
かわ

　☎090-8922-9044
tv6k39@bma.biglobe.ne.jp白石川緑地野球場、ソフトボール場、白一小体育館

白石清球会（中学生）
水・木 18：00～21：00　日・祝 9：00～16：00

大
おお

場
ば

　☎080-1802-3246
益岡球場、白石中、白一小体育館

白石ウォリアーズ
（中学生軟式野球）

木 18：00～20：00　土・日（不定期） 鈴
すず

木
き

　☎090-2364-1313
高
たか

橋
はし

　☎080-5572-6677木 旧斎川小学校　土・日 白石川緑地野球場ほか

剣　道 蓮
れん

心
しん

館
かん

剣道
水・金 18：30～20：30

山
やま

路
じ

　☎080-5178-9481
優武館道場（白石消防署裏）

サッカー

白石サッカー
土・日 9：00～12：00　木 19：00～21：00（４年生以上）

制
せい

野
の

　☎080-6036-2513
白二小グラウンド、体育館

バンブルビー白石ジュニア
土・日 9：00～11：00　水・木・金 17：00〜18：00

大
おお

野
の

　☎090-9035-7137
木・土・日 白一小　水 白二小　金 福岡小

FC白石
サッカークリニック中学生

水 19：00〜20：50
遠
えん

藤
どう

　☎25-1826
白石中学校体育館（または白一小ナイター）

柔　道 白石三
さん

省
せい

塾
じゅく

柔道
月・木 18：30～20：00 佐

さ

藤
とう

　☎090-3122-9175
ms-st@kdn.biglobe.ne.jp白石中学校武道館（拓心館）

空手道 白石空手道
水 18：30～20：00　土 18：00～20：00 鈴

すず

木
き

　☎090-3369-2040
zzr250akira@yahoo.co.jp白石中学校武道館（拓心館）

ソフトテニス 白石ソフトテニス
土または日 9：00～12：00　火・木 17：00～19：00

大
おお

野
の

　☎090-4632-6058益岡公園テニスコート
（11～3月はスポーツセンター、白二小体育館）

ドッジボール サンライズ
水 18：00～20：00　土 9：00～16：00

山
やま

田
だ

　☎090-2880-6316
白二小体育館、福岡小体育館　ほか

体　操 白石つばさ体操クラブ
火 幼児①14：00～　幼児②15：00～
小学１・２年生16：10～、小学３年生以上17：30～ 岩

いわ

田
た

　☎080-3193-8493
スポーツセンター

陸上競技 白石蔵王陸上塾
日（第２・第４）

佐
さ

藤
とう

　☎090-9530-1099白石川緑地公園、蔵王町総合運動公園、角田
市陸上競技場　　※小学１・２年生は要相談

白石市スポーツ少年団 団員 募集！　本市では在宅の高齢者を支えるため、さまざまなサービスを展開しています。その中で、ひとり暮ら本市では在宅の高齢者を支えるため、さまざまなサービスを展開しています。その中で、ひとり暮ら
しの高齢者やその家族を支える事業を紹介します。しの高齢者やその家族を支える事業を紹介します。

㉄長寿課　☎22-1361　地域包括支援センター　☎22-1466

ひとり暮らしの高齢者等を支える福祉サービス

　センターでは、認知症で金銭管理が出来なくて生活が困っている、家族から
虐待を受けている、成年後見制度について知りたいなど、権利擁護に関するさ
まざまな相談を受け付けます。受け付けた内容は、市の担当部署や外部の関係
機関と連携して対応をしています。
㉄白石市権利擁護サポートセンター（地域包括支援センター内）　☎26-6760

　月～金曜日（祝日・年末年始を除く）の希望する曜日に、夕食を自宅まで配達します。原則対面
での受け渡しで、安否確認のほか、普段と様子が違う場合はご家族等に連絡するなど、見守りを兼
ねています。利用料は１食あたり500円です。
●手続き　�長寿課備え付けの申請書を提出してください。後日、利用に関する訪問調査を実施します。�

また、利用の際は、緊急連絡先として２人の方の情報が必要です。

配食サービス事業

困りごとがありましたら　白石市権利擁護サポートセンターへご相談ください

　認知症などで徘徊の恐れのある方の情報をあらかじめ市に登録する制度です。
白石警察署や関係者などと連携し、万が一対象者が行方不明となった際には、早
期発見のために情報を活用します。利用料は無料です。
●手続き　�長寿課備え付けの申請書とご本人の顔写真を提出してください。

高齢者等ＳＯＳネットワーク事業

　今回、紹介したサービスはほんの一部です。サービスの内容や利用についてのご相談は、長寿課まで
ご連絡ください。

　理容師が自宅まで訪問し、理容サービスを提供する制度です。３カ月に１回の
利用ができ、理容師の送迎費用は市が負担します。本人の自己負担は１回あたり
3,000円です。
●対象者　�次のいずれかに該当する方�

①65歳以上のひとり暮らし、または高齢者のみの世帯の方�
②要介護３以上の介護認定を受けている方

訪問理容サービス事業
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